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生駒市地域公共交通活性化協議会規約改正に係る新旧対照表 

                      現行                       改正案 
第１条～第８条  略 
（会議の運営等） 
第９条  
１～２  略 
３ 委員（市民又は地域公共交通の利用者及び学識経験者に区分する委員を除く。）

は、都合により会議を欠席するときは、代理の者を出席させることができる。 
 
４～８  略 
第１０条～第１８条  略 

 
附 則 

 １ この規約は、平成２１年１１月２７日から施行する。 
 ２ 協議会設立初年度の委員の任期については、第５条第１項の規定にかかわら

ず、平成２３年３月３１日までとする。 
   附 則 
  この規約は、平成２２年７月２６日から施行する。 
   附 則 
  この規約は、平成２２年１２月１６日から施行する。 
   附 則 
  この規約は、平成２３年５月１８日から施行する。 

附 則 
  この規約は、平成２３年７月２８日から施行する。 

附 則 
  この規約は、平成２４年６月２０日から施行し、改正後の生駒市地域公共交通

活性化協議会規約の規定は、平成２４年４月１日から適用する。 
   附 則 
  この規約は、平成２５年６月５日から施行する。 
   附 則 

第１条～第８条  略 
（会議の運営等） 
第９条  
１～２  略 
３ 委員（市民又は地域公共交通の利用者に区分する委員の内公募市民及び学識経験

者に区分する委員を除く｡）は、都合により会議を欠席するときは、代理の者を出席

させることができる。 
４～８  略 
第１０条～第１８条  略 

 
附 則 

 １ この規約は、平成２１年１１月２７日から施行する。 
 ２ 協議会設立初年度の委員の任期については、第５条第１項の規定にかかわら

ず、平成２３年３月３１日までとする。 
   附 則 
  この規約は、平成２２年７月２６日から施行する。 
   附 則 
  この規約は、平成２２年１２月１６日から施行する。 
   附 則 
  この規約は、平成２３年５月１８日から施行する。 

附 則 
  この規約は、平成２３年７月２８日から施行する。 

附 則 
  この規約は、平成２４年６月２０日から施行し、改正後の生駒市地域公共交通活

性化協議会規約の規定は、平成２４年４月１日から適用する。 
   附 則 
  この規約は、平成２５年６月５日から施行する。 
   附 則 
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   この規約は、平成２６年８月５日から施行し、改正後の生駒市地域公共交通活

性化協議会規約の規定は、平成２６年４月１日から適用する。 
   附 則 
  この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 
  この規約は、令和２年１月８日から施行する。 

附 則 
  この規約は、令和２年４月１日から施行する。 
 
 
 

  この規約は、平成２６年８月５日から施行し、改正後の生駒市地域公共交通活性

化協議会規約の規定は、平成２６年４月１日から適用する。 
   附 則 
  この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 
  この規約は、令和２年１月８日から施行する。 

附 則 
  この規約は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 
  この規約は、令和３年２月１２日から施行する。 
 

 


